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第８回女性大会えにわ開催！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 

   「恵庭市の男女が平等に暮らすために共に歩む条例」 
         「恵庭市男女共同参画審議会」とは？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ９月６日（土）市民会館で開かれ、市民１３０人が年

金制度について学びました。「女性大会えにわ」は市内

で活躍する８つの団体でつくる「女性ネットワークえに

わ」（代表：佐野淑子さん）が主催して女性の視点から

自主的にまちづくりに参画することをめざし、身近なテ

ーマを決めて毎年 1 回開催しています。今年は財団法人

北海道女性協会と共催で年金についての講演会を行い

ました。 

「夫婦のどちらかにもしものことがあったら、年金は

いくらになる？」「私の年金はどの年金をいつからどの

くらいもらえる？」といったさまざまな疑問に対する実

例をあげ、数字をおさえてのわかりやすい解説に、なる

ほど納得！の１時間４０分でした。 

2008 

ｖｏｌ．7

 講師の社会保険労務士 千田 都茂美さん。

会場では「女性ネットワークえにわ」に加盟

する団体の活動を紹介したパネル展を開催。 

恵庭市男女共同参画審議会会長の関谷静子さんが、ご紹介します。 

 国は平成１1 年「男女共同参画社会基本

法」を定めました。恵庭市も平成 1５年「恵

庭市の男女が平等に暮らすために共に歩む

条例」を制定しました。この条例には、５つ

の「めざす姿」が明記されています。「家庭

のめざす姿」「学校のめざす姿」「職場のめざ

す姿」「地域のめざす姿」「市役所のめざす姿」

です。その実践を行うために、基本計画が作

られました。 

私たち女性にも様々な機会が与えられるよ

うになり、それと同時に責任も担うことが必

要になってきました。長年先人たちが築いて

きたものを実りあるものとして繋いでいく

ため、微力ながら会長の任をお受けしていま

す。 

恵庭市の条例は小学生の子どもたちをは

じめ多くの市民のみなさんに読んでもらえ

るように、やさしい言葉を使ったものとなっ

ています。一度読んでいただければ幸いで

す。 

 私たち「男女共同参画審議会」は、この基

本計画や実行する計画がどの程度行われた

かについて市役所から報告を受け、それらに

ついて９名の委員が意見を述べることにな

っています。国をあげての取り組みによって

この条例は恵庭市ホームページでご覧になれます。 

ULR：http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/ 

メニュー「市政」「男女共同参画」からお入りください。



―女性団体活動者研修会― 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８月２８日（木）、恵庭市地域女性連絡会（代表：神田

美佐子さん）が恵庭市教育委員会と共催で開催。今回は、

千歳市にある紫明女子学院の山口学院長が非行を起こす

子どもたちの心について講演を行い、参加者約４０人が

じっくりと聴き入りました。 

少年院は全国で５２箇所。北海道には４箇所設置され、

そのうち女子少年院は紫明女子学院のみ。ここ数年の少

年少女の事件をみていると、非行動機がはっきりしない、

わかりにくい子どもが増えているということです。  講師の紫明女子学院 学院長 山口 孝志氏 

事件の件数と入院者は減っているのにそう感じられない現実。事件の質の変化がそう感じ

させなくなっているようです。少年院に入所するのは家庭裁判所の審判を受けた子の約３～

４％ほど。その前の生活のありようによって、いろいろなことを抱え込んでいます。非行や

事件に向かっていく子どもたちにとって、一体どんなことがブレーキになれるだろうか、と

深く考えさせられるお話でした。 

 
 
 

配偶者からの暴力・母子・ひとり親家庭・親子関係に関する相談 

恵庭市子ども家庭課 母子自立支援員 ℡：（３３）３１４４ 

就労・仕事について（求職相談） 

 ジョブガイド恵庭   ℡：(３５)３１００ 住所：恵庭市京町 56-1 MY 恵庭ビル 3 階 

 

職場での男女差別、母性健康管理、育児介護休業などに関する相談 

北海道労働局 雇用均等室 ℡：011(709)2715  

             住所：札幌市北区北 8 条西 2 丁目 1-1 第一合同庁舎  

女性がかかえる問題（配偶者からの暴力、夫婦間・家庭の人間関係）についての相談 

北海道立女性相談援助センター ℡：011(666)9955 住所：札幌市西区西野３条９丁目 12-36 

（財）北海道立女性プラザ  ℡：011(251)6349  (人生相談・法律相談は事前に予約が必要です) 

               住所：札幌市中央区北２条西７丁目 かでる 2・7 ビル ６階        

法律相談  

  無料法律相談 毎月第一・第四火曜日（午後）、第三火曜日（夜間） 

恵庭市広報広聴課あて事前に申込みが必要です。  ℡：(３３)３１３１（内線２３６３） 

  
  

ご意見・ご感想を 発行 平成２０年１０月 
お待ちしています  総務課まで 恵庭市総務部総務課 

   ℡（３３）３１３１（内線２２１２） 


